
東京大学本部施設企画課 主事員（職域時間限定職員）募集 

 

１．職名及び人数  主事員（職域時間限定職員） １名 

２．勤務地  東京大学本郷キャンパス本部棟９階 東京都文京区本郷７－３－１ 

３．所属部署  本部（施設部）施設企画課 ※変更の範囲：部局の改廃その他の事由

  による場合を除き同一の部局内  

４．職務内容  

・施設企画課事業企画・地域連携チームに関する業務  

国立大学法人等施設実態報告作成の補助、文科省からの各種調査に対する根拠データ

の整理、施設整備費概算要求の補助、学内会議の準備、図面データの管理、学内外か

らの問い合わせ対応など 

・その他事業企画・地域連携チームにおける庶務 

※業務の都合により配置換及び兼務を命じることがある。  

５．採用日及び契約期間  令和８年４月１日 期間の定めなし（定年 62 歳） 

６．応募資格・条件 

１）応募時点で東京大学に在職している特定有期雇用教職員、短時間勤務有期雇用教

職員、特定短時間勤務有期雇用教職員有期雇用職員 

２）本学又は他の国立大学法人等において３年以上の施設関係業務の経験があること。 

３）CAD を利用した図面作成の経験があること（VectorWorks の操作経験があると

なお良い)。また Word, Excel,メール等の操作にある程度習熟していること。 

４）施設行政、関連法令に関する基礎的な知識をもち、中央省庁、自治体へ提出する

建物に関する申請書類作成の実務経験があること。 

５）職務上知り得た秘密を漏らさない等、高い服務意識を有すること。 

６）業務の専門性や技能を自ら高め、チームワークで職責を遂行できる方。 

７．就業日・就業時間 

1 日 7 時間 週 5 日勤務（月～金）週 35 時間 

9：00～16：45（休憩時間 45 分） 

 ※時間外労働を命じることがある。 

 ※業務の都合により変更することがある。 

８．休日  土・日曜日、祝日、年末年始（12/29～1/3） 

９．賃金等 

「東京大学職域限定職員及び職域時間限定職員の就業に関する規程」（平成２９年３

月２２日東大規則第７８号）及び「東京大学年俸制給与の適用に関する規則」（平成

２４年１２月２０日東大規則第５４号）に基づき支給されます。支給要件を満たした

場合、業績・成果手当、通勤手当、超過勤務手当等を支給する。 

〇基本年俸  ２号俸（支給月額 30 万円） 

〇業績・成果手当  月額 1 千円～5 万円の範囲内 



※[基本年俸＋業績・成果手当]×（35 時間[週当たりの勤務時間]/38 時間 45 分）にて算出。 

月額 270,967 円～316,128 円の範囲で決定 

○通勤手当  上限５万５千円／月 

10．社会保険等  文部科学省共済組合（健康保険）、厚生年金、雇用保険、労災保険

に加入 

11．試用期間  採用された日から 6 月間  

12．選考方法  応募書類による書類選考と面接選考により決定する。 

※書類選考合格者のみ、面接日時等を個別に連絡します。 

13．応募書類 

 １）履歴書（東京大学統一履歴書フォーマット） 

   https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/jobs/r01.html よりダウンロードし、作成す

ること。また、連絡等に必要なためメールアドレスを持っている方は、履歴書に

必ず明記すること。 

 ２）職務経歴書（書式自由） 

   経歴ごとに企業等の職務を具体的に記述すること。 

14．応募締切  令和 8 年 2 月 24 日（火）午後 5 時必着 

 ※適任者が見つかり次第締め切ることがあります。 

15．応募方法  指定の URL にアップロード 

 応募期限までに、応募書類一式を以下の提出先 URL にアップロードして下さい。 

＜提出先フォルダ＞ 

https://univtokyo.sharepoint.com/:f:/t/Teams.sisetsusoumu.adm/IgDBv9M9EER_Qr

5xjAgereKQAfGW79pjpMcjAfNMJ3Z0qtI 

 

16. 問い合わせ先  東京大学本部施設企画課施設総務チーム担当：米澤 

TEL :03-5841-2203   e-mail: sisetsusoumu.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp 

● 応募者から取得する個人情報は、本人事選考のためだけに利用するものであり、東

京大学以外の第三者には提供又は公表しません。また、提出された書類は返却しま

せんので、あらかじめご了承ください。人事選考終了後、当方で責任を持って廃棄

します。 

● 採用時点で、外国法人、外国政府等と個人として契約している場合や、外国政府等

から金銭その他の重大な利益を得ている場合、外為法の定めにより、一定の技術の

共有が制限され、結果として本学教職員としての職務の達成が困難となる可能性が

あります。このような場合、当該契約・利益については、職務に必要な技術の共有

に支障のない範囲に留める必要があります。 

17．受動喫煙防止措置の状況 ：敷地内禁煙（屋外に喫煙場所あり） 

18．募集者名称  国立大学法人東京大学 
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